
 【新旧対照表】JAL カードショッピングマイル・プレミアム会員特約  

   

 現行（2025 年 4 月 1 日版） 改定後（2025 年 7 月 28 日版） 

  第 3 条（年会費）  第 3 条（年会費） 

 

2. 年会費は JAL カード年会費（以下「カード年会費」といいます。）と

同時にカード年会費と同様の方法でプレミアム会員に請求されるものと

します。また、プレミアム会員から有効期限月（カード上に表示された

年月の月をいいます。ただし、入会後最初の年については、入会月をい

います。）の末日より前にプレミアム会員の退会の意思表示がない限

り、自動的に請求されるものとします。 

2. 年会費は JAL カード年会費（以下「カード年会費」といいます。）と

同時にカード年会費と同様の方法でプレミアム会員に請求されるものと

します。また、プレミアム会員から有効期限月（カード上に表示された

年月の月をいいます。ただし、入会後最初の年については、入会月をい

います。）の末日より前に第 4 条第 2 項に定める退会の届出がない限

り、自動的に請求されるものとします。 

  第 4 条（会員資格と有効期間）  第 4 条（会員資格と有効期間） 

 

2. プレミアム会員資格は、プレミアム会員から有効期限月（カード上に

表示された年月の月をいいます。ただし、入会後最初の年については、

入会月をいいます。）の末日より前にプレミアム会員の退会の意思表示

がない限り、さらに 1 年間継続されます。 

2. プレミアム会員資格は、プレミアム会員から有効期限月（カード上に

表示された年月の月をいいます。ただし、入会後最初の年については、

入会月をいいます。）の末日より前に当社所定の方法により退会の届出

がない限り、さらに 1 年間継続されます。 

 2025 年 4 月 1 日改定 2025 年 7 月 28 日改定 

 


